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青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
の
裏

中

｢第
28条
の
２
知
事
は
､
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の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
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､
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若
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け
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､
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又
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､
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告
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資
料
の
提
出
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さ
せ
､
又
は
そ
の
職
員
に
､

こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
若
し
く
は
営
業
所
若
し
く
は
図
書
類
若
し
く
は
特
定
が
ん
具
類
に
係

る
自
動
販
売
機
等
が
存
す
る
土
地
若
し
く
は
建
物
に
立
ち
入
り
､
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
｡

｣

を｢第
28条
の
２
知
事
は
､
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
､
次
に
掲
げ
る
者
に
対

し
､
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
､
又
は
そ
の
職
員
に
､
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
若

し
く
は
営
業
所
若
し
く
は
図
書
類
若
し
く
は
特
定
が
ん
具
類
に
係
る
自
動
販
売
機
等
が
存
す
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成
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九
年

一
月
二
十
二
日

(

月
曜
日)

第
二
千
七
百
三
十
二
号



( )
る
土
地
若
し
く
は
建
物
に
立
ち
入
り
､
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

�
図
書
類
又
は
特
定
が
ん
具
類
の
販
売
又
は
貸
付
け
を
業
と
す
る
者

�
興
行
を
行
う
者

�
広
告
主
又
は
広
告
物
の
管
理
者

�
個
室
カ
ラ
オ
ケ
営
業
を
営
む
者

�
第
15条
の
７
に
規
定
す
る
古
物
商
又
は
質
屋

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
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駒
ヶ
嶺
診
療
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八
十
嶋
診
療
所
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守
内
科
医
院

あ
さ
ひ
ク
リ
ニ
ッ
ク

内
潟
診
療
所

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
南
谷
地
三
二

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
南
谷
地
三
三

上
北
郡
東
北
町
上
北
南
三
丁
目
三
二
の
一
七
五

上
北
郡
東
北
町
旭
南
三
丁
目
二
九
六
の
二

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字
沖
原
一
一
五
の

三
二

平
成
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所
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津
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市
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原
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五
の
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二

平
成
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指
定
居
宅
サ
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業
者

居
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サ
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業
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業
所

名
称
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氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
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地
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所
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サ
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ビ
ス
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類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
山

興
機
器
商
会

青
森
市
南
佃
一
丁

目
一
の
三
二

特
定
福
祉

用
具
販
売

ラ
イ
フ
ス
ペ

ー
ス
の
ぞ
み

青
森
市
南
佃
一
丁

目
一
の
三
二

平
成
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

青
森
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画
修
正
の
要
旨

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法

(

昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号)

第
三
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
青
森
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画

(

以
下

｢

計
画｣

と
い
う
。)

を
修
正
し
た

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所

名
称
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名
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る
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所
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所
在
地
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所
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類

名
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所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
和
幸
園

青
森
市
大
字
矢
田

字
下
野
尻
四
八
の

三

訪
問
入
浴

介
護

訪
問
入
浴
和

幸

青
森
市
南
佃
一
丁

目
二
の
二
七

平
成
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定
居
宅
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護
支
援
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業
者

居
宅
介
護
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事
業
を
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業
所

名

称
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る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
メ
ー
プ

ル
の
里

弘
前
市
大
字
藤
代

二
丁
目
二
二
の
七

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
メ
ー
プ
ル
の

里
ふ
じ
さ
き

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
東
村
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一
四

平
成
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
南
六
会

八
戸
市
小
中
野
一

丁
目
四
の
五
二

ね
ん
り
ん
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

八
戸
市
小
中
野
一

丁
目
四
の
五
四

平
成

��

･

��･

��

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行
う
事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
山

興
機
器
商
会

青
森
市
南
佃
一
丁

目
一
の
三
二

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

ラ
イ
フ
ス
ペ

ー
ス
の
ぞ
み

青
森
市
南
佃
一
丁

目
一
の
三
二

平
成

��

･
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有
限
会
社
ケ

ア
ラ
イ
ン

青
森
市
沖
館
五
丁

目
一
五
の
三
二

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
事

業
所
う
の

青
森
市
沖
館
五
丁

目
一
五
の
二
六

��

･

�･

��
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平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
本
部
長

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

計
画
修
正
の
趣
旨

計
画
は
、
昭
和
五
十
二
年
三
月
に
作
成
し
、
以
後
、
随
時
修
正
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
平
成
十
年
十
二
月
の
計
画
修
正
後
に
生
じ
た
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
所
要
の
修
正

を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二

計
画
修
正
の
主
な
内
容

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震

(

以
下

｢

海
溝
型
地
震｣

と
い
う
。)

に
係
る
地
震

防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(

平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
計
画
中
に

｢

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
計
画｣

を
定
め
、
海
溝
型
地
震
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
か
ら
の
防
護
及
び
円
滑
な
避
難
等
、
特
別
防
災
区

域
に
お
け
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
庁
生
協
金
沢
店

青
森
市
大
字
浪
館
字
泉
川
二
〇
の
五

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
庁
消
費
生
活
協
同
組
合

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ
お
き
だ
て

青
森
市
柳
川
二
丁
目
四
の
二
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
木
材
防
腐
株
式
会
社

上
北
郡
七
戸
町
字
原
久
保
九
五
の
三
七

代
表
取
締
役

小
笠
原
金
哉

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。
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( )

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
は
ま
な
す
館

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
六
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
ひ
ま
わ
り
館

青
森
市
浜
館
六
丁
目
四
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ナ
リ
タ

青
森
市
桜
川
六
丁
目
一
二
の
四

代
表
取
締
役

成
田
勝
雄

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
十
和
田
東
一
番
町
店

十
和
田
市
東
一
番
町
一
の
六
〇

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一
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( )

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
デ
ー
浪
岡
店

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
稲
本
八
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
サ
ン
デ
ー

八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
二
の
一
〇

代
表
取
締
役
社
長

和
田
正
徳

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ド
ゥ

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
一
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

八
戸
臨
海
開
発
株
式
会
社

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
七
の
一
一
二

代
表
取
締
役

三
村
裕
一

２

福
田
道
路
株
式
会
社

新
潟
県
新
潟
市
川
岸
町
一
丁
目
五
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
克
彦

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。
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( )

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
あ
や
め
館

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
一
の
七

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
あ
じ
さ
い
館

青
森
市
松
原
三
丁
目
九
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(
仮
称)

メ
ガ
弘
前
城
東
北
店

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
四
の
一
〇

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重
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三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

第
八
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
の
概
要
の
公
表

職
業
能
力
開
発
促
進
法

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

八
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
８
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
の
概
要

１
計
画
策
定
の
根
拠

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
７
条
の
規
定
に
基
づ
き
､
職
業
能
力
開
発
に
関
す
る
基
本
と
な
る
べ

き
計
画
を
策
定
す
る
｡

２
計
画
の
期
間
等

本
計
画
は
､
平
成
18年
度
を
初
年
度
と
し
､
平
成
22年
度
を
最
終
年
度
と
す
る
５
か
年
計
画
と

す
る
｡

３
計
画
の
ね
ら
い

第
７
次
計
画
が
策
定
さ
れ
た
平
成
13年
度
以
降
の
経
済
・
雇
用
情
勢
を
見
る
と
､
長
引
く
景
気

低
迷
の
中
で
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
き
た
が
､
最
近
は
､
依
然
と
し
て
厳
し
い
中
に
も
緩
や
か
な

が
ら
改
善
の
動
き
が
見
ら
れ
て
き
た
｡

一
方
､
少
子
高
齢
化
が
進
展
す
る
中
で
､
労
働
力
人
口
は
減
少
を
続
け
て
お
り
､
平
成
19年
以

降
､
こ
れ
ま
で
地
域
経
済
社
会
の
発
展
を
担
っ
て
き
た
団
塊
の
世
代
が
退
職
時
期
を
迎
え
る
な
ど
､

経
済
・
雇
用
環
境
に
は
構
造
的
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
中
で
､
労
働
者
の
職
業
能
力
の
開
発
・
向
上
を
図
っ
て
い
く
こ
と
は
､
暮
ら
し
や

す
さ
で
は
ど
こ
に
も
負
け
な
い
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
る
本
県
に
と
っ
て
､
そ
れ
を
担
う
人

材
を
育
成
す
る
取
組
み
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
｡

本
計
画
は
､
経
済
・
雇
用
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
職
業
能
力
開
発
施
策
を
展
開
し
て
い
く
こ

と
に
よ
り
､
労
働
者
の
職
業
能
力
の
開
発
・
向
上
を
図
り
､
地
域
経
済
社
会
の
発
展
と
労
働
者
の

福
祉
の
向
上
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
｡

４
基
本
的
な
考
え
方

新
し
い
青
森
県
づ
く
り
の
基
本
計
画
で
あ
る
｢生
活
創
造
推
進
プ
ラ
ン
｣
に
お
い
て
は
､
｢人

づ
く
り
｣
や
産
業
・
雇
用
を
重
点
的
に
取
り
組
む
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
､
今
後
の
基
本
的
な
方
向
性
と
し
て
｢自
立
す
る
人
づ
く
り
｣
｢若
年
者
の
職
業
訓
練

の
強
化
｣
｢企
業
に
お
け
る
若
年
人
材
の
育
成
・
活
用
｣
｢中
高
年
失
業
者
や
障
害
者
に
対
す
る

職
業
訓
練
の
機
会
・
内
容
の
充
実
｣
｢あ
お
も
り
型
産
業
創
造
に
対
応
し
た
人
材
育
成
｣
等
に
取

り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
｡

以
上
の
認
識
の
下
､
本
計
画
に
お
い
て
は
､
以
下
の
３
点
を
柱
と
す
る
施
策
を
推
進
し
て
い
く

こ
と
と
す
る
｡

�
地
域
産
業
の
振
興
を
担
う
人
材
の
育
成

�
企
業
に
お
け
る
人
材
の
確
保
・
育
成
に
向
け
た
取
組
み
の
強
化

�
職
業
能
力
開
発
を
通
じ
た
個
々
の
労
働
者
の
質
的
向
上

５
実
施
目
標
と
施
策
の
展
開

実
施
目
標
①
地
域
産
業
の
振
興
を
担
う
人
材
の
育
成

経
済
・
雇
用
環
境
が
依
然
と
し
て
厳
し
い
中
で
､
本
県
の
地
域
経
済
社
会
の
活
力
を
維
持
・
発

展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
､
地
域
産
業
の
振
興
を
担
う
人
材
の
育
成
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
た
め
､
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
再
編
等
を
進
め
訓
練
内
容
の
高
度
化
や
訓
練
環
境
の
整

備
を
図
る
と
と
も
に
､
産
業
施
策
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
､
技
術
革
新
の
急
速
な
進
展
に
よ
り
多

様
化
す
る
企
業
ニ
ー
ズ
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
実
践
的
な
人
材
を
育
成
す
る
｡

�
県
立
職
業
能
力
開
発
校
に
お
け
る
指
導
体
制

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し
た
訓
練
内
容
の
設
定
や
施
設
設
備
の
整
備
､
職
業
訓
練
指

導
員
の
資
質
向
上
等
に
よ
り
､
職
業
訓
練
の
充
実
を
図
る
｡

�
本
県
産
業
の
状
況
・
動
向
を
踏
ま
え
た
実
践
的
技
能
者
の
育
成

本
県
に
お
い
て
推
進
し
て
い
る
将
来
性
の
高
い
先
端
型
産
業
や
､
ニ
ー
ズ
が
増
加
し
て
い
る
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( )
産
業
分
野
等
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
｡

�
地
域
や
産
業
界
と
の
連
携
に
よ
る
人
材
育
成

県
立
職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
は
､
企
業
現
場
を
活
用
し
た
実
習
や
外
部
講
師
の
積
極
的

な
導
入
等
､
産
学
官
連
携
に
よ
る
地
域
ニ
ー
ズ
・
産
業
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
人
材
育
成
を
行
う
｡

�
早
期
か
ら
の
も
の
づ
く
り
教
育
の
推
進

技
能
体
験
教
室
の
開
催
や
学
校
教
育
現
場
に
お
け
る
高
度
技
能
者
の
活
用
等
に
よ
り
､
早
期

か
ら
の
職
業
意
識
の
形
成
と
も
の
づ
く
り
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
を
図
る
｡

�
技
能
の
振
興
と
社
会
的
評
価
の
向
上

労
働
者
の
技
能
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
､
技
能
が
尊
重
さ
れ
社
会
的
に
評
価
さ
れ
る
気
運

を
醸
成
す
る
｡

実
施
目
標
②
企
業
に
お
け
る
人
材
の
確
保
・
育
成
に
向
け
た
取
組
み
の
強
化

経
営
の
合
理
化
､
事
業
変
化
へ
の
機
動
的
な
対
応
､
競
争
力
の
強
化
等
を
背
景
に
雇
用
形
態
が

多
様
化
す
る
中
で
､
専
門
職
・
即
戦
力
と
し
て
の
人
材
が
求
め
ら
れ
､
ま
た
､
社
会
性
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
・
問
題
解
決
能
力
と
い
っ
た
基
礎
的
能
力
も
重
視
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
中
､
企
業
に
お
い
て
必
要
と
す
る
人
材
が
円
滑
に
確
保
・
育
成
さ
れ
る
こ
と
は
本

県
の
産
業
の
振
興
を
図
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
た
め
､
公
共
職
業
訓
練
は
も
と
よ
り
､
企
業
に
お

け
る
人
材
育
成
の
取
組
み
を
強
化
す
る
｡

�
公
共
職
業
訓
練
に
よ
る
基
礎
的
技
能
の
習
得

公
共
職
業
訓
練
に
よ
り
､
若
年
者
の
就
業
促
進
や
中
高
年
齢
者
の
再
就
職
支
援
､
障
害
者
や

母
子
家
庭
の
母
等
就
職
困
難
者
の
就
業
可
能
性
の
拡
大
に
向
け
た
取
組
み
を
行
う
｡

�
企
業
・
団
体
に
お
け
る
人
材
育
成
の
推
進

助
成
金
制
度
等
の
活
用
に
よ
る
企
業
内
訓
練
の
促
進
や
､
キ
ャ
リ
ア
形
成
・
人
材
育
成
に
関

す
る
相
談
支
援
の
実
施
に
よ
り
､
企
業
・
団
体
に
お
け
る
人
材
育
成
を
推
進
す
る
｡

�
公
共
職
業
訓
練
に
よ
る
在
職
者
訓
練
の
実
施

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
を
活
用
し
､
企
業
が
行
う
教
育
訓
練
の
支
援
や
､
在
職
者
の
技
能
・

技
術
を
向
上
さ
せ
る
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
｡

�
認
定
職
業
能
力
開
発
校
に
お
け
る
職
業
訓
練
の
推
進

事
業
主
団
体
等
が
運
営
す
る
認
定
職
業
能
力
開
発
校
に
お
け
る
職
業
訓
練
を
推
進
す
る
た
め
､

関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
取
組
み
を
行
う
｡

�
｢も
の
づ
く
り
｣
文
化
の
継
承
と
振
興

今
後
人
口
が
減
少
し
て
い
く
一
方
､
団
塊
の
世
代
の
大
量
退
職
に
伴
い
現
場
を
支
え
る
熟
練

し
た
技
術
・
技
能
や
管
理
能
力
が
継
承
さ
れ
ず
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
懸
念
さ
て
い
る
中

で
､
高
付
加
価
値
製
品
等
を
生
み
出
す
上
で
不
可
欠
な
｢現
場
力
｣
の
強
化
を
図
る
必
要
が
あ

り
､
中
核
を
担
う
若
年
者
の
現
場
へ
の
入
職
を
持
続
的
に
確
保
す
る
た
め
､
企
業
の
技
能
継
承

に
向
け
た
取
組
み
を
支
援
す
る
｡

実
施
目
標
③
職
業
能
力
開
発
を
通
じ
た
個
々
の
労
働
者
の
質
的
向
上

産
業
構
造
の
変
化
や
職
業
意
識
の
変
化
､
就
業
形
態
の
多
様
化
等
が
進
む
中
で
､
労
働
者
が
そ

の
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
､
充
実
し
た
職
業
生
活
を
し
て
い
く
た
め
に
は
､
労
働
者
一
人
ひ
と
り

が
相
応
し
い
職
業
能
力
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

こ
の
た
め
､
労
働
者
が
社
会
経
験
､
職
歴
､
適
性
､
生
活
状
況
等
の
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
自

発
的
に
職
業
能
力
開
発
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
多
様
な
職
業
訓
練
受
講
の
機
会
を
提
供

す
る
｡

�
自
己
啓
発
の
推
進

講
座
情
報
の
提
供
や
給
付
金
制
度
の
周
知
等
に
よ
り
､
労
働
者
自
ら
の
取
組
み
に
よ
る
職
業

能
力
開
発
・
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
推
進
す
る
｡

�
職
業
生
活
の
多
様
化
・
長
期
化
に
対
応
し
た
職
業
能
力
開
発
の
実
施

雇
用
・
就
業
形
態
の
多
様
化
や
高
年
齢
者
の
継
続
雇
用
等
の
職
業
生
活
の
長
期
化
に
対
応
し

た
職
業
能
力
開
発
を
実
施
す
る
｡

�
職
業
能
力
開
発
施
策
と
就
職
支
援
施
策
と
の
一
体
的
展
開

職
業
能
力
開
発
施
策
と
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
あ
お
も
り
や
公
共
職
業
安
定
所
等
の
就
職
支
援
施
策

と
の
連
携
に
よ
り
､
労
働
者
一
人
ひ
と
り
が
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
な
が
ら
就
業
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
効
果
的
な
支
援
を
行
う
｡

６
県
立
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
体
制
整
備

本
県
の
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
､
次
の
考
え
方
に
よ
り
県
立
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者

職
業
能
力
開
発
校
の
体
制
整
備
を
図
る
｡

①
県
立
職
業
能
力
開
発
校
に
お
け
る
訓
練
内
容
の
高
度
化
や
機
能
､
施
設
・
設
備
等
の
充
実
な

ど
､
職
業
訓
練
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
校
の
再
編
統
合
を
推
進
す
る
｡

②
高
卒
課
程
に
つ
い
て
は
､
今
後
の
高
等
学
校
卒
業
者
数
の
動
向
も
踏
ま
え
定
員
を
見
直
し
す

る
｡

③
中
卒
課
程
に
つ
い
て
は
､
中
卒
者
や
高
校
中
退
者
に
対
す
る
訓
練
機
会
を
確
保
す
る
｡

④
離
転
職
課
程
に
つ
い
て
は
､
委
託
訓
練
の
活
用
や
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
と
の
役
割
分
担
も

踏
ま
え
定
員
を
見
直
し
す
る
｡
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

⑤
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に
つ
い
て
は
､
障
害
者
の
自
立
支
援
の
推
進
と
い
う
施
策
の
方
向

性
を
踏
ま
え
訓
練
内
容
の
見
直
し
を
図
る
｡

浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
の
公
表

水
防
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川

に
つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
そ
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
及
び
当
該
水
深
を
表
示
し
た
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

岩
木
川
水
系

浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
の
公
表

水
防
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川

に
つ
い
て
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
そ
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
及
び
当
該
水
深
を
表
示
し
た
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

蟹
田
川
水
系

新
城
川
水
系
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区

間

名

称

上

流

端

下

流

端

金
木
川

左
岸

五
所
川
原
市
金
木
町
玉
水
二

九
六
番
地
先
の
津
軽
鉄
道
橋

梁
下
流
端

右
岸

五
所
川
原
市
金
木
町
朝
日
山

一
七
五
番
七
地
先
の
津
軽
鉄

道
橋
梁
下
流
端

旧
十
川
へ
の
合
流
点

区

間

名

称

上

流

端

下

流

端

蟹
田
川

南
股
沢
川
の
合
流
点

海
に
至
る
場
所

新
城
川

左
岸

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
一

一
五
番
一
地
先

右
岸

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一

一
〇
番
五
地
先

海
に
至
る
場
所


